
物価高騰対応重点地方創生臨時交付金活用事業 

 
 
 
 

 
下記の補助対象世帯の方で、エアコンの設置を希望する場合に工事費を含
む購入費用の全額又は一部を補助します。 

 
 近年の猛暑による熱中症リスクの増加を踏まえ、エアコンを設置していない生活保護世帯を含

む町民税均等割非課税世帯にエアコン設置を促進するため、設置を希望する世帯に対して、補助

金を交付します。 

【補助金の概要】 

補助対象世帯 

申請時に当町に住民登録があり、下記のいずれかに該当する世帯 

生活保護受給世帯 
同一世帯全員の町民税均等割が非

課税又は免除である世帯 

補 助 金 額 

上限 ７万３千円 

購入（工事費含む）に係る金額が上

限額よりも低い場合、低い方の額 

 

購入金額の２／３ 

（上限 ４万８千円） 
購入（工事費含む）係る金額に３分の２

を乗じた額が上限額よりも低い場合、

低い方の額 

上記の額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てた額 

申請受付期間 

令和８年４月１日（水）～令和８年１１月３０日（月）  

役場閉庁日（土・日・祝日）を除く 

受付時間：午前９時から午後４時３０分 

補 助 要 件 

居住する住宅に稼働可能なエアコンが無い世帯で１世帯に

１台限り 
 

※以下の場合も稼働可能なエアコンが無いとみなします 

□故障したエアコン（不稼働）を所有し、修理よりも買い替えが安価である 

場合 
□下欄の２の品目を保有し、下欄の１の品目を設置する場合 
  （下欄の２の品目を保有し、下欄の２の品目を購入する場合は補助要件

を満たしません） 

補助対象品目 

１ 家庭用品品質表示施行令に規定される「エアコンディショナー」 

  ※製品の側面や底面に貼られている「品質表示」や「仕様」のシールに 

    ルームコンディショナー（エアコン）と表示があるかご確認ください 

２ コンセントから直接給電する電気冷風機及びペルチェ式クーラー

（充電式のものを除く） 
 

 

 

下諏訪町住民税非課税世帯エアコン設置促進支援事業補助金のご案内 



【申請手続きの流れ】 

始めに 

補助対象世帯であるか、補助要件に当てはまるか、必ずご確認ください。 

申請者は、原則「世帯主」になりますが、代理人（世帯構成者、法定代理人等）による代理申請も

可能です。手続きに必要な書類の様式は、町ホームページからダウンロードいただくか、保健福祉

課福祉係の窓口にあります。 

また、賃貸住宅に住んでいる方は、家屋所有者からエアコン設置について同意を得ておく必要

があります。 

 

申  請  〈申請者 → 町〉  ※設置後の申請は受付られません 

 「保健福祉課福祉係」の窓口で次の書類を提出してください。 

①下諏訪町住民税非課税世帯エアコン設置促進事業補助金交付申請書（様式第１号） 

②設置しようとするエアコンの購入及び設置費用がわかる書類（見積書の写し） 

③エアコン本体及び室外機の設置予定場所の写真（任意でプリント） 

④申請時、同一世帯に当町では課税状況を確認できない方がいる場合（Ⅰ又はⅡ）は、世帯全

員の市町村民税課税証明書 

Ⅰ ４月１日～６月３０日申請者は、令和７年１月１日以降に転入された場合 

Ⅱ ７月１日～１１月 30 日申請者は、令和８年１月１日以降に転入された場合 

 

審 査・通 知  〈町 → 申請者〉 

 提出いただいた申請書類をもって、補助要件等が備わっているか審査します。 

   認められた場合 → 補助金交付決定書（様式第２号）を通知します。 

   認められなかった場合 → 補助金不交付決定書を通知します。 

 

        申請者で希望する方のみ 

決定通知受理後  〈申請者 → 町〉 

          補助金の概算払いを希望する方は、次の書類をご用意ください。 

          ①補助金交付決定通知書（様式第２号・持参） 

②住民税非課税世帯エアコン設置促進事業補助金（概算払い）請求書（様式第８号） 

          ③振込先の口座が分かる書類（通帳の写し等） 

 

設置完了後  〈申請者 → 町〉 

 エアコンの設置完了後、次の書類を提出してください。 

①住民税非課税世帯エアコン設置促進事業補助金実績報告書（様式第５号） 

   ②設置したエアコンの購入及び設置費用が分かる書類（業者からの請求書の写し等） 

   ③エアコン本体及び室外機設置後の写真 

   ④住民税非課税世帯エアコン設置促進事業補助金請求書（様式第７号） 

 

審査・補助金の交付  〈町 → 申請者〉 

 内容を審査し、適当と認められたときは補助金確

定通知書を送付します。 

指定した銀行口座へ補助金を振り込みます。 

終了 

お問い合わせ   

下諏訪町 保健福祉課 福祉係 

電話 0266-27-1111（内線１２１，１２２） 

受付 午前９時から午後４時３０分まで 

設 置 


